様式第13号(第8条関係)
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	　第　　　　号
身分証明書

　所属
　職名
　氏名

　　　　上記の者は、滋賀県風致地区内行為における建築等の規制に関する条例第7条第2項の規定および彦根市風致地区内における建築等の規制に関する条例第8条第2項の規定による立入検査をする者であることを証明します。

　　　年　　月　　日
彦根市長　　　　　　　　　
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	　　滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例　(抜粋)
　(報告および立入検査)
第8条　知事等は、この条例の施行に必要な限度において、風致地区内において第2条第1項各号に掲げる行為をしている者またはした者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2　知事等またはその命じた者もしくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地もしくは当該土地にある物件または当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。
3　前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
4　前項に規定する証明書は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5　第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
　※「彦根市風致地区内における建築等の規制に関する条例」については、「第7条」を「第8条」と、「知事等」を「市長」と読み替える。
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